
◎禁止区域

区　　　 域 期　　　 間 漁　　　 期

北秋 田市米内沢根小屋頭首工の上流及び下流各々100 m

の間

1／1～ 12／3 1 まで 全魚種

北秋田市高長橋下流端か ら下流 300m まで 9／20～9／30 まで 全魚種

北秋田市新田目橋の上流 300 m から600m までの間 5／1～9／30 まで やつめ

北秋田市米内沢本城頭首工の上流及び下流各々100 m の

間

北秋田市阿仁 中ノ又沢起点から下流打当川合流点まで

北秋田市阿仁 ヒヤコ沢起点から下流中ノ又沢合流点まで

北秋田市阿仁立又沢起点から下流打当川合流点まで

北秋田市阿仁小五郎沢起点か ら下流立又沢合流点まで 1／1～12／3 1 まで 全魚種

北秋田市阿仁外ノ倉沢起点か ら下流立又沢合流点まで

北秋田市阿仁高 ヒバ沢起点か ら下流立又沢合流点まセ

北秋田市阿仁木滝沢起点か ら下流立又沢合流点まで

北秋田市阿仁水尻沢起点か ら下流立又沢合流点まで

北秋田市阿仁大冷水沢起点から下流立又沢合流点まで

北秋田市森吉ノロ川地区立川合流点から上流桃洞沢起点

並びに赤水起点まで・

堀内沢第 1 堰堤の上流及び下流各々50 m の間

杉沢発電所取水口の上流及び下流各々50m の間


